
○国立大学法人東北大学の物品購入等契約における競争参加資格取扱基準 
平成１９年４月１日 

財務部長裁定 
（目的） 
第１条 この基準は、国立大学法人東北大学（以下「本学」という。）における物品の製造（工事を除く。）、

物品の販売、役務の提供等（設計・コンサルティング等業務を除く。）及び物品の買受け（以下それぞれ

「製造」、「販売」、「役務提供等」、「買受け」という。）の調達に関する競争参加資格の基本的事項を定め

ることにより、契約事務の適正かつ効率的な実施を図ることを目的とする。 

 
（適用範囲） 
第２条 本学における製造、販売、役務提供等及び買受けに係る競争参加資格に関する取扱いについては、

他に定めのある場合を除くほか、この基準の定めるところによる。 
 
（製造、販売、役務提供等又は買受けの予定価格別の一般競争参加者の資格） 
第３条 一般競争に参加することができる者の資格については、国立大学法人東北大学契約事務取扱細則

(平成１６年４月１日理事(財務・人事担当)裁定) 第８条に定めるとおりとする。 

 
（等級格付けの審査の項目） 
第４条 前条に規定する等級に格付けされる資格の審査の項目は次に掲げるとおりとする。ただし、物品販

売業者、役務提供等業者及び物品買受業者については、第二号のロは適用しない。 
一 申請者から別紙様式１による一般競争参加資格審査申請書（以下「申請書」という。）の提出があっ

た日（以下「審査基準日」という。）の直前２年の各営業年度における年間平均生産（販売）高（以下

「年間平均生産高等」という。） 
二 経営規模 
イ 審査基準日の直前の営業年度の決算（以下「直前決算」という。）における自己資本額（法人にあっ

ては、資本金額（出資金及び加入金を含む。）に新株式払込金又は新株申込証拠金、準備金、積立金

及び繰越金の額を加えた額を、個人にあっては、次年繰越純資本金の額をいう。以下「自己資本額」

という。） 
ロ 直前決算における生産設備（機械装置類、運搬具類、工具その他）の価額の合計額（以下「生産設

備の額」という。） 
 
三 経営比率 
直前決算における流動比率（流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値を百分比で表したものを

いう。以下「流動比率」という。） 
四 審査基準日の前日までの営業年数（以下「営業年数」という。） 
２ 前項の場合において、申請者が組合である場合の資格審査の数値は次に掲げるとおりとする。 
一 年間平均生産高等については、製造にあっては組合の年間平均製造高と当該組合を直接又は間接に構

成する組合及び事業者で当該申請において受注を希望する品目に係る事業と同一の事業を行っている

もの（以下「関係組合員」という。）の年間平均製造高（組合に委託し又は組合から委託を受けた製造

及び他の関係組合員に委託した製造に係る製造高を除く。）との合計額、販売、役務提供等又は買受け

にあっては組合の年間平均販売高（関係組合員に対する販売に係る販売高を除く。）と関係組合員の年

間平均販売高（組合又は他の関係組合員に対する販売に係る販売高を除く。）との合計額 
二 自己資本額及び生産設備の額については、組合及び関係組合員のそれぞれの数値の合計額 
三 流動比率については、組合の流動資産の額と関係組合員の流動資産の額との合計額を組合の流動負債

の額と関係組合員の流動負債の額との合計額で除して得た数値の百分比 
四 営業年数については、組合の営業年数と関係組合員の営業年数とを合計したものの平均値 

 
（等級格付けの方法） 
第５条 等級の格付けは一般競争に参加する資格を得ようとする者について、製造等業者の別に従い、別記



１の年間平均生産高等により算定した数値と、自己資本額により算定した数値と、流動比率により算定し

た数値と、営業年数により算定した数値及び生産設備の額により算定した数値（物品販売業者、役務提供

等業者、物品買受業者を除く。）の和の数値の、次の表の中欄に掲げる数値に応ずるそれぞれ同表の右欄

に掲げる等級に行うものとする。 
 

区分 数値 等級 

 90以上 Ａ 

 80以上90未満 Ｂ 

 55以上80未満 Ｃ 
物品製造業者（船舶の新造を除く。） 

 55未満 Ｄ 

 90以上 Ａ 

 80以上90未満 Ｂ 

 55以上80未満 Ｃ 
物品販売業者 

 55未満 Ｄ 

 90以上 Ａ 

 80以上90未満 Ｂ 

 55以上80未満 Ｃ 
役務提供等業者（船舶の整備を除く。） 

 55未満 Ｄ 

 70以上 Ａ 

 50以上70未満 Ｂ 物品買受業者 

 50未満 Ｃ 

 90以上 Ａ 

 80以上90未満 Ｂ 

 55以上80未満 Ｃ 
物品製造業者（船舶の新造業者） 

 55未満 Ｄ 

 90以上 Ａ 

 80以上90未満 Ｂ 

 55以上80未満 Ｃ 
役務提供等業者（船舶の整備業者） 

 55未満 Ｄ 

 
（一般競争参加資格審査申請書の提出期限等） 
第６条 製造、販売、役務提供等又は買受けの一般競争に参加する資格を得ようとする者は、申請書を持参

又は郵送（書留郵便に限る。）により、国立大学法人東北大学会計規程（平成１６年規第７７号）第４条

第２項に規定する財務総括責任者（以下「財務総括責任者」という。）に提出するものとする。この場合

において、財務総括責任者への提出期限は原則として、３年に一回審査が実施（以下「定期審査」という。）

される年の１月末日とする。ただし、特定調達契約について一般競争に付す旨の公告に基づき資格審査の



申請をしようとする場合その他定期審査を受けようとする年の１月末日までの申請書を提出することが

できない場合は、随時提出することができる。 
２ 申請書には、次に掲げる書類を添付させるものとする。 

一 登記簿謄本又は登記事項証明書又は身元を証明する書類 

二 営業経歴書 

三 財務諸表又は営業用純資本額に関する書類及び収支計算書 

四 法人税又は所得税及び消費税及び地方消費税の納税証明書 

３ 前項第一号及び第四号に掲げる書類は、写しをもって代えることができる。 

４ 第２項第一号及び第四号に掲げる書類について、提出することが著しく困難な場合にあっては、当該書

類に相当する内容を示す書類をもって代えることができる。 

５ 財務総括責任者は、第１項の規定により申請書を受理するときは、当該申請書の内容を確認等しなけれ

ばならない。 

６ 財務総括責任者は、受付処理を終えた申請書及び第２項に係る添付書類を次期定期審査終了時まで保管

しなければならない。 

７ 第１項による申請書が統一参加資格の申請をしている場合は、この基準による資格審査を受け付けない

ことができる。 

 
（資格の等級の決定及び通知等） 

第７条 財務総括責任者は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について、第５条に定めるところに

より資格を審査し、等級等を決定するものとする。 

２ 財務総括責任者は、等級等を決定したときは、申請者に別紙様式２による資格審査結果通知書（以下「通

知書」という。）により通知するものとする。 

３ 申請者は、等級等の決定後において、経営の状態が申請書の内容と著しく相違し、資格の等級に変更が

生じると予想される場合には、財務総括責任者へ直ちにその旨を申し出なければならない。 

４ 財務総括責任者は、申請者が不正の手段により、一般競争参加資格の認定を受けたと認められる場合は、

当該資格を取り消すものとし、別紙様式３による資格取消通知書により通知するものとする。 

 

（一般競争参加資格者名簿の作成等） 

第８条 財務総括責任者は、一般競争に参加する資格を得ようとする者について資格の等級等を決定したと

きは、製造等業者の別に区分した別紙様式４による競争参加資格者名簿を作成しなければならない。 

 

（申請事項の変更） 

第９条 申請者は、等級等の決定後において、申請書の内容のうち、次に掲げる事項について変更のあった

場合には、別紙様式５による競争参加資格審査申請書変更届（以下「変更届」という。）を財務総括責

任者へ提出しなければならない。 

 一 住所 

 二 商号又は名称 

 三 法人である場合においては代表者の氏名、個人である場合においてはその者の氏名 

 四 営業所（営業所名、所在地及び電話番号（ファクシミリ番号を含む。）） 

 五 希望する資格の種類 

 六 営業品目 

２ 変更届には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 

 一 法人の住所、商号若しくは名称又は代表者の氏名の変更については、登記簿の謄本又は抄本の写し 

 二 個人の住所の変更については、住民票の写し等の変更項目を確認できる書類 
 三 営業所の変更については、営業所の所在状況が確認できる書類 

 四 希望する資格の種類に物品の製造を追加する場合は、直近の財務諸表と申請書の「設備の額」及び「主

要設備の規模」の欄と同様の記載をした適宜様式 
３ 財務総括責任者は、第１項の規定により、変更届を受理するときは、当該届出の内容を確認等しなけれ

ばならない。 



４ 財務総括責任者は、受付処理を終えた変更届及び第２項に係る添付書類を次期定期審査終了時まで保管

しなければならない。 

５ 財務総括責任者は、第１項の届出があったときは、第７条の規定に準じ再度等級等の決定等を行うもの

とする。 

６ 財務総括責任者は、前項において再度等級等を決定等したときは、一般競争参加資格者名簿の内容を訂

正しなければならない。 

 

（一般競争に参加する者に必要な資格の基本事項等の公示） 

第10条 財務総括責任者は、この基準に規定する一般競争に参加する者に必要な資格の基本となるべき事

項及び申請の時期、方法等について公示を行うものとする。 

 

（一般競争参加資格者がない等の場合における資格審査の公示） 

第11条 財務総括責任者は、特定の製造、販売、役務提供等又は買受けを一般競争に付そうとする場合に

おいて、一般競争参加資格者名簿に記載された製造等業者がない等特別の事情により入札ができないと

認めるときは、随時に一般競争に参加する資格を得ようとする者の資格の審査を行う旨の公示をするこ

とができる。 

２ 前項の公示は、一般競争に付そうとする製造、販売、役務提供等又は買受けの種類及び資格審査申請の

期限、方法等について、掲示により行うものとする。 

３ 第６条中申請書及び添付書類に係る部分の規定並びに第７条及び第８条の規定は、第１項の規定による

資格の審査について準用する。 

 

（入札に参加しようとする者の提出書類） 

第12条 入札に参加しようとする者はあらかじめ、財務総括責任者に通知書の写しを提出しなければなら

ない。 

 

（一般競争参加資格の有効期限） 

第13条 一般競争に参加する資格を有する者に係る一般競争参加資格の有効期限は、第６条の規定により

申請書を提出した者で、定期審査として当該申請書を提出した者については、当該申請書を提出した日

の属する年の４月１日から起算して３年を経過する日までの間、その他の者については資格の認定の

あった日から次回の定期審査を実施する年の３月３１日までの間とする。 

 

（日本語訳の付記等） 

第14条 この定めにより提出する書類であって、外国語で記載のものには、日本語の訳文を付記し、又は

添付しなければならない。 

 

（署名） 

第15条 この定めにより記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、書名をもって

これに代えることができる。 

附 則 
この基準は、平成１９年５月２３日から実施し、平成１９年４月１日から適用する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



別記１ 

摘要 段階 数値 
（製造） 

数値（販売、 
役務提供等、買受け） 

200億円以上  60 65 

100億円以上200億円未満 55 60 

50億円以上100億円未満 50 55 

25億円以上50億円未満 45 50 

10億円以上25億円未満 40 45 

5億円以上10億円未満 35 40 

2.5億円以上5億円未満 30 35 

1億円以上2.5億円未満 25 30 

5,000万円以上1億円未満 20 25 

2,500万円以上5,000万円未満 15 20 

年間平均生産高等 

2,500万円未満 10 15 

10億円以上  10 15 

1億円以上10億円未満 8 12 

1,000万円以上1億円未満 6 9 

100万円以上1,000万円未満 4 6 

自己資本額 

100万円未満 2 3 

140％以上  10 

120％以上140％未満 8 

100％以上120％未満 6 
流動比率 

100％未満 4 

20年以上 5 10 

10年以上20年未満 4 8 営業年数 

10年未満 3 6 

10億円以上  15 - 

1億円以上10億円未満 12 - 

5,000万円以上1億円未満 9 - 

1,000万円以上5,000万円未満 6 - 

生産設備の額 

（製造のみ） 

1,000万円未満 3 - 

 



別紙様式１

01 02 03

（当該欄は記入不要） （「更新」申請の方のみ記入） （適格事業組合の方のみ記入）

一般競争(指名競争)参加資格審査申請書（物品製造等）

平成 ・ ・ 年度における物品の製造等に係る競争に参加する資格の審査を申請します。

 なお、この申請書及び添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。

印

商号又は名称

平成　　　年　　　月　　　日 代表者氏名 ［代　表　者　印］ 

国立大学法人東北大学副学長　殿

２ 公益法人３ 個   人 ４ その他

※04 受付番号 ※05 業者コード
06 適格組
　 合証明

平成　　年　　月　　日
第　　　　　　　 　 号

１ 組  合１ 定期 ２ 随時 １ 新規 ２ 更新
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（04、05は記入不要） 別紙様式１

07 －

※「株式会社」等法人の種類は略さずに記入

※ 性と名の間は１文字分あける

※ 性と名の間は１文字分あける

12 13

※（市外局番－局番－番号） ※（市外局番－局番－番号）

14

※ a～jの内、必ず１つのみ○で囲む

15

ー  TEL :

 FAX :

ー  TEL :

 FAX :

ＦＡＸ番号

ﾌ ﾘ ｶ ゙ﾅ

ﾌ ﾘ ｶ ゙ﾅ

※04 受付番号 ※05 業者コード

郵 便 番 号

11

09

08

営　業　所

（役職）

（氏名）

電話番号

ﾌﾘｶﾞﾅ

（氏名）
担 当 者

ﾌﾘｶﾞﾅ

4. 物品の買付け
　[i 立木竹・j その他]

3. 役務の提供等
　[e ｿﾌﾄｳｴｱ業又は情報ｻｰﾋﾞｽ業・f 旅館業・g ｻｰﾋﾞｽ業・h その他]

主たる事業の種類

1. 物品の製造
　[a ゴム製品・b その他]

2. 物品の販売
　[c 卸売・d 小売]

電話・ＦＡＸ番号営業所名称 所　　在　　地

10 代 表 者

住　　　 所

商号又は名称
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（04、05は記入不要） 別紙様式１

16 希望する資格の種類等  (○をつける。複数選択可）

家具・什器類

一般・産業用機器類

電気・通信用機器類

電子計算機類

精密機器類

医療用機器類

事務用機器類

その他機器類

医薬品・医療用品類

事務用品類

土木・建設・建築材料

その他
役務の提供等（船舶の整備）

401

資格
種類

物品の製造（船舶の新造）

営業
品目 その他

資格
種類

営業
品目

資格
種類

202 ゴム・皮革・プラスチック製品類

203

フォーム印刷

206

資格
種類

資格
種類

物品の製造（船舶の新造を除く）

※04 受付番号 ※05 業者コード

109

122

123

120

114

115

116

117

118

110

111

112

113

103

101

102

非鉄金属・金属製品類

医療用機器類

衣服・その他繊維製品類

ゴム・皮革・プラスチック製品類

窯業・土石製品類

フォーム印刷

その他印刷類

紙・紙加工品類

車両類

一般・産業用機器類

電気・通信用機器類

電子計算機類

精密機器類

窯業・土石製品類

204 非鉄金属・金属製品類

205

物品の販売

201 衣服・その他繊維製品類

その他印刷類

207 図書類

208 電子出版物類

209 紙・紙加工品類

212

燃料類213

210 車両類

211 その他輸送・搬送機械器具類

216

217

214

215

304 情報処理

305 翻訳・通訳・速記

資格
種類

役務の提供等（船舶の整備を除く）

301 公告・宣伝

営
　
業
　
品
　
目

302 写真・製図

303 調査・研究

306 ソフトウエア開発

307 会場等の借り上げ

311 車両整備

308 賃貸借

309 建物管理等各種保守管理

310 運送

224

121

営業
品目

601 船舶整備

501 船舶類

107

108

事務用機器類

124

119

図書類

電子出版物類

その他輸送・搬送機械器具類

燃料類

家具・什器類

220

221医薬品・医療用品類

事務用品類

営
　
業
　
品
　
目

104

105

106

312 電子出版

313 その他

土木・建設・建築材料

その他

その他機器類

402

物品の買受け

立木竹

営
　
業
　
品
　
目

225

船舶類

222

223

218

219

3 / 4 ページ



（04、05は記入不要） 別紙様式１

17 製造・販売等実績 ※決算が年１回の場合は右側の枠のみに記入

年 月 から 年 月 から 年 月 から 年 月 から

年 月 まで 年 月 まで 年 月 まで 年 月 まで （千円）

（千円） （千円） （千円） （千円）

18 自己資本額

( )

19 外資状況 ※外資：外国資本がおおむね５０％を超える場合を指す。

[国名： ][国名： ][国名： ][国名： ]

（比率：１００％） （比率：　　　％） （比率：　　　％）

20 経営状況 21 営業年数 22 常勤職員の人数

流動資産（　　　　　　　　千円）
流動負債（　　　　　　　　千円）

23 設備の額 ※16で「物品の製造」を選択した場合のみ記入

24 主要設備の規模 ※16で「物品の製造」を選択した場合のみ記入

(千円）

直前決算時 余剰(欠損)金処分 決算後の増減額

（千円） （千円）

合　　　計

③前２か年間の平均実績高

②直前年度分決算

※04 受付番号 ※05 業者コード

④　　　　計

流動比率 (％)

④　合　計（千円）③工具その他（千円）①機械装置類（千円） ②運搬具類（千円）

(人)(年)
×100＝

（千円）

①直前々年度分決算

外資なし(○を記入) １．外国籍会社 ２．日本国籍会社

③次期繰越利益(欠損)金

②準備金・積立金

①払込資本金
 （うち外国資本）

区　　分

３．日本国籍会社
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別紙様式２（第７条関係）

発行番号：第　　　　　　　号

平成　　年　　月　　日 業者コード：

資格の種類及び等級：

住所　〒

商号等 資格の有効期間：平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

代表者氏名 殿 営業品目：

国立大学法人東北大学副学長　㊞

　さきに申請のあった平成　　　　　　　　年度

の一般競争(指名競争)参加資格の審査結果を通知

します。

　本通知書は競争参加地域に所在する国立大学法

人東北大学についてのみ有効です。

　申請書類に故意に虚偽の事実を記載した者等に

あっては、本資格を取り消す場合があります。

　なお、本通知書受領後に申請内容に変更があっ

た場合は、速やかに届け出てください。

資格審査結果通知書（国立大学法人東北大学）

物品の製造
(船舶の新造)

役務の提供等
(船舶の整備)

物品の製造
(船舶の新造を除く)

物品の販売
役務の提供等

（船舶の整備を除く）

資格の種類
物品の製造
(船舶の新造
を除く)

物品の販売
役務の提供等
（船舶の整備
を除く）

物品の買受け

付与数値合計

等　　　級

物品の買受け
物品の製造
(船舶の新造)

役務の提供等
(船舶の整備)



別紙様式３（第７条関係）

第　　　　　　　号

平成　　年　　月　　日

住所　〒

商号等

代表者氏名 殿

国立大学法人東北大学副学長　㊞

　あなたは、　　年　　月　　日付け 発行番号第　　　　　号の資格審査結果通知書により、有資格者として登録されましたが、下記の理由

により資格を取り消します。

資格を取り消す理由

資格取消通知書

記



別紙様式４（第８条関係）

有効期間：平成　　年　　月　　日から平成　　年　　月　　日まで

業者区分：

等級

※１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４横とする。
※２ 業者区分(物品の製造(船舶の新造を除く)、物品の販売、役務の提供等(船舶の整備を除く)、物品の買受け、物品の製造(船舶の新造)、役務の提供等(船舶の整備)）

毎に作成すること。
※３ 登録年月日、発行番号は資格審査結果通知書に記載した年月日とする。

登録
年月日

発行
番号

競争参加資格者名簿

付与数値
合計

営業品目商号又は名称 住所 電話番号代表者氏名



別紙様式５（第９条関係）

平成　　年　　月　　日 ：

資格審査結果通知書の交付月日：　　平成　　　年　　　月　　　日

国立大学法人東北大学副学長　殿 ：　〒

：

下記のとおり変更があったので届けます。
： 印

１．変更内容

※「商号又は名称」及び「代表者名」を変更する場合はフリガナを付すること。

２．変更事項に係る添付書類名

　※記載要領  ※１ ※２     ※３    ※４
１． 「変更項目」欄には、追加又は変更の項目、「住所」、「商号又は名称」、「代表者」、「営業所」、「希望する資格の種類」、「営業品目」を記入する。

２．  変更事項に係る添付書類は、資格審査結果通知書と、※１・２・３については登記簿謄本または登記事項証明書（法人の場合）、ただし個人の場合は変更事項
 が確認できる書類とする。※４において「物品の製造」を追加する場合は、直近の財務諸表と申請書様式の「設備の額」及び「主要の設備の規模」の欄と同様
 の記載をした適宜様式とする。添付書類は写しでも可とする。

３．  本様式に収まらない場合には、裏面等に記載することとし、その旨を本様式の欄外に注記すること。

変　　更　　前 変　　更　　後

競争参加資格審査申請書変更届（物品製造等）

記

変　更　項　目 変　更　年　月　日

商号又は名称

代 表 者 名

住 所

業 者 コ ー ド
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